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水銀使用廃製品（３回／年）

排出方法
・自治会等で指定した資源ごみ回収ステーションに出してください。
・中身が確認できるよう透明な袋に入れて出してください。
　（世帯主名の記入は必要ありません。）
・「蛍光管、電球」と「その他」の水銀使用廃製品は分けて、それぞれ別の袋に入れて出し
てください。

注意事項
・収集日は、７月29日、11月29日、３月29日 の年３回です。
　（日曜日でも収集します。）
　◎令和８年度から年３回の収集となりましたのでご注意ください。
・水銀使用廃製品以外は袋に入れないでください。
・資源ごみ回収ステーション以外に水銀使用廃製品を出しても回収しませんのでご注意くださ
い。
※長い蛍光管は袋からはみ出してもかまいません。破損した場合でも袋に入れて出してくだ
さい。

水銀使用廃製品の処理について
・水銀使用廃製品は、市の施設では処理ができないため、民間の業者と契約を結び、北海道の処
理工場でリサイクルされています。

７月29日、11月29日、３月29日

収集している水銀使用廃製品

蛍光管、電球 水銀体温計 水銀血圧計 水銀温度計

　蛍光管、電球とその他の水銀使用廃製品を区分する 資源ごみ回収ステーションに
出してください

じょうずに使って
リサイクル
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